
高齢者交通安全だより

一般的に、年齢を重ねるごとに、次の身体機能が低下します。

この特性を一人一人が自覚して、

「高齢運転者の五つの心得」

を実践しましょう。

○ 認知能力…車、歩行者等を発見する能力

○ 判断能力…発見した車、歩行者等がどのような行動をとるのか、

また、それに対してどのように対処すべきかを判断す

る能力

○ 操作能力…ハンドル、ブレーキ等を的確に操作する能力



高齢者交通安全だより

【申請できる期間】

○ 申請は、免許の申請取消し（有効免許証の自主返納）を行ってか

ら５年以内の方又は、申請前５年以内に免許が失効した方ができま

す。

※ 免許の取消しを受けた方は申請できません。

【 申請できる場所 】
○ 各警察署（長崎・大村警察署除く。）、運転免許試験場及び長崎運転免
許センター

【 必 要 な も の 】
○ 住所・氏名及び生年月日を確認できる書類
(住民票、健康保険証、住民基本台帳カード等)
※ ただし、申請取消しと同時の申請の場合は当該書類は不要です。

○ 申請用写真（試験場及び免許センターでの申請は写真不要）
○ 交付手数料 １，１００円


